
1．ラピア鹿島 使用料

  （１時間未満は１時間）とする。

備考

  ただし、２及び３に該当する場合を除く。

５．アイリスホール又はミューズホールを練習又は準備のため利用する場合の使用料の額は

  100分の50を乗じて得た額とする。

６．冷房又は暖房を使用する場合の使用料は、使用した時間の使用料に100分の40を乗じて

  得た額を加算する。

７．許可を受けた利用時間帯を超えて利用した場合の使用料の額は、延⾧分の時間単価

３．利用者が入場料を徴収しないで、商業宣伝、営業その他これに類する目的をもって利用

  するときの使用料の額は、使用料に100分の200を乗じて得た額とする。

４．町内在住の方の利用する場合の使用料の額は、100分の50を乗じて得た額とする。

～　令和２年４月１日から使用料が変更になります　～

１．土曜日、日曜日及び祝日にアイリスホール又はミューズホールを利用する場合の使用料の

  額は、100分の120を乗じて得た額とする。

２．利用者が入場料を徴収する場合の使用料の額は、使用料に、次に掲げる割合を乗じて得た

  額とする。

  （１）入場料の最高額が3,000円未満の場合にあっては100分の150

陶芸実習室 15人

  （２）入場料の最高額が3,000円以上の場合にあっては100分の200
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附帯設備等詳細

机、いす、移動パネル、穴有パネル、白板（黒板）

移動用姿見、座布団、電源ドラム（備品は使用料に含む）

 ミューズホール音響設備

 ミューズホール照明設備

 視聴覚機器

 陶芸実習室設備

その他備品

 ピアノ

移動スピーカー

サスペンションライト、客席照明

プロジェクター、大型スクリーン

電気釜、電気ろくろ

ただし、アップライトピアノの使用料は100分の50とする

操作卓、常設スピーカー、ワイヤレスマイク、卓上マイク

スタンド、マイク、マイクスタンド、ブームマイクスタンド

グランドピアノ、アップライトピアノ

 舞台器具

 アイリスホール音響設備

 アイリスホール照明設備

 音響反射板

シーリングライト、フロントサイドライト、スポットライト

エフェクトマシーン、フットライト、客席照明、特殊電源

50A（ただし作業灯のみの使用については使用料の100分

の50とする。

天板、側板２、正板

利用は使用料の100分の50とする。

演台、花台２台、司会台、国旗及び町旗は、使用料に含む

操作卓、常設スピーカー、移動スピーカー、モニタースピ

ーカー、ワイヤレスマイク、ピンマイク、マイクスタンド

マイク、卓上マイクスタンド、ブームマイクスタンド他

ホリゾンライト、ボーダーライト、サスペンションライト
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 ミューズホール照明設備

 視聴覚機器

 陶芸実習室設備

 茶釜（電気炉及び水屋を含む）

 特殊持込電源（10kw未満）

 特殊持込電源（10kw以上）

 舞台器具

 アイリスホール音響設備

 アイリスホール照明設備

 音響反射板

 ピアノ

 ミューズホール音響設備

２．ラピア鹿島 附帯設備等使用料


